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第３－１ 第１及び第２の実施を妨げる行為等への対処

１ 考えられる制度の枠組み

(1) 電子的に作成される文書の信頼を害する行為を処罰する罰則の整備

ア 公文書として用いられる電磁的記録の信頼を害する以下のような行

為を処罰することができるよう罰則を整備する。

(ｱ) 電子的方法により作成される令状（以下「電子令状」という ）。

と同じ内容の表示がされる虚偽の電磁的記録を無権限で作成し、自

分のタブレット端末の映像面等に表示して、電子令状として人に示

す行為

(ｲ) 公務員に対し虚偽の申立てをして免状や旅券の電子的記録部分

に不実の記録をさせる行為

イ 私文書として用いられる電磁的記録の信頼を害する以下のような行

為を処罰することができるよう罰則を整備する。

(ｱ) 公務所に提出すべき診断書等を電子的に作成する際に虚偽の記録

をする行為

(2) 電子的に作成された書類やオンラインを用いた手続の遂行を妨害する

行為を処罰する罰則の整備

電子的に作成された書類やオンラインを用いた手続の遂行を妨害する

以下のような行為を処罰することができるよう罰則を整備する。

ア 電子令状の執行の際に、タブレット端末の機能を妨害する装置を用

いることにより電子令状を表示できなくする行為

イ ビデオリンク方式による取調べの際に用いられる機器の機能を電磁

的方法により妨害する行為

ウ オンラインにより送達される電子的に作成された文書の内容を第三

者に知られないようにする措置を無効化する行為

２ 検討課題

(1) 電子的に作成される文書の信頼を害する行為を処罰する罰則の整備（考

えられる制度の枠組み(1)関係）

① 罰則を設ける必要性・相当性はあるか。

② どのような電磁的記録について、どのような行為を処罰の対象とする

か。
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③ 考えられる制度の枠組み(1)アの罰則は、次のようなものとするか。

ア 電子計算機で処理されてその内容が表示されることにより人に

対して文書又は図画として用いられる電磁的記録（以下「電磁的

記録文書等」という ）であって公務所又は公務員が作成すべき。

ものを偽変造する行為を、刑法第１５５条第１項から第３項まで

（公文書偽造等）と同様に処罰するものとする。

イ 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の電磁的記録

文書等を作成し又は変造する行為を、刑法第１５６条（虚偽公文

書作成等）と同様に処罰するものとする。

ウ 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券の全部

又は一部として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせる行為

を、刑法第１５７条第２項（免状等不実記載）と同様に処罰する

ものとする。

エ ア若しくはイの電磁的記録文書等を行使し、又はウの電磁的記

録を免状等の全部又は一部としての用に供する行為を、刑法第１

（ ） 。５８条第１項 偽造公文書行使等 と同様に処罰するものとする

④ 考えられる制度の枠組み(1)イの罰則は、次のようなものとするか。

ア 権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録文書等を偽変造す

、 （ ）る行為を 刑法第１５９条第１項から第３項まで 私文書偽造等

と同様に処罰するものとする。

イ 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書として

用いられる電磁的記録に虚偽の記録をする行為を、刑法第１６０

条（虚偽診断書等作成）と同様に処罰するものとする。

ウ アの電磁的記録文書等を行使し又はイの電磁的記録を公務所に

提出すべき診断書等としての用に供する行為を、刑法第１６１条

第１項（偽造私文書等行使）と同様に処罰するものとする。

⑤ ③及び④の罰則は、刑法第１５５条から第１６１条までの罪、同法第

１６１条の２の罪（電磁的記録不正作出及び供用）とどのような関係に

あるか。
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⑥ 法定刑は、どのようなものとするか。

(2) 電子的に作成された書類やオンラインを用いた手続の遂行を妨害する行

為を処罰する罰則の整備（考えられる制度の枠組み(2)関係）

① 罰則を設ける必要性・相当性はあるか。

② どのようにして行われる手続について、どのようにして妨害する行為

を処罰の対象とするか。

③ 考えられる制度の枠組み(2)の罰則は、次のようなものとするか。

公務員が電子計算機を使用して職務を執行するに当たり、電子計

算機や電磁的記録を損壊し、又は虚偽の情報・不正な指令を与える

などしてその正常な動作を妨げる行為を、刑法第９５条第１項（公

務執行妨害）と同様に処罰するものとする。

④ ③の罰則は、刑法第９５条第１項の罪、同法第２３３条・第２３４条

の罪（業務妨害 、同法第２３４条の２の罪（電子計算機損壊等業務妨）

害）とどのような関係にあるか。

⑤ 考えられる制度の枠組み(2)について、③のほか、次のような罰則を

設けるか。

オンラインにより送達される電子的に作成された文書についてそ

の内容を第三者に知られないようにするために講じられた措置を無

効化する行為を、刑法第１３３条（信書開封）と同様に処罰するも

のとする。

⑥ 法定刑は、どのようなものとするか。
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第３－２ 新たな形態の財産の生成・取得・保管・移転により行われる犯罪事

象に対処できるようにすること

１ 考えられる制度の枠組み

(1) 新たな形態の財産として取得・保管・移転される犯罪収益等の没収保

全

犯罪収益等が新たな形態の財産である場合の没収を保全するための措

置を講ずることができるものとする。

(2) 財産上不法な利益を得る犯罪の通信傍受

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律別表第２に掲げる通信傍受の

対象犯罪に刑法第２３６条第２項、同法第２４６条第２項及び第２４９

条第２項の罪を加えるものとする。

２ 検討課題

(1) 新たな形態の財産として取得等される犯罪収益等の没収保全

① 現行の組織的犯罪処罰法の規定によっては没収保全が困難な新たな形

態の財産として、どのようなものが考えられるか。

② ①の財産の没収保全の方法として、どのような措置が考えられるか。

そのような措置を講ずるものとして、次のような枠組みの制度を設ける

か。

「 」ア 組織的犯罪処罰法第３１条第２項に規定する その他の財産権

であって電子情報処理組織を用いて移転するものの没収保全は、

その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行うものとする。

イ アの財産権の没収保全命令の執行は、次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれ

かの方法により行うものとし、ただし、(ｲ)の方法は、(ｱ)の方法

によることが困難である場合に限るものとする。

(ｱ) 当該財産権を検察官に移転すること。

(ｲ) 当該財産権を移転することができる権利者に命じてこれを検

察官に移転させること。

ウ イ(ｲ)の命令に違反して移転しなかった者についての罰則を設

ける。
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③ 考えられる制度の枠組み(1)について、他にどのような規律を設ける

べきか。

(2) 通信傍受の対象犯罪の追加

① 通信傍受の対象犯罪に刑法第２３６条第２項、第２４６条第２項及び

第２４９条第２項の罪を加える必要性・相当性はあるか。


